
 (8) 高速道路の料金 

①高速道路の基礎的な料金体系 

 
高速自動車国道等

24.6円/km※2）

利用１回当りの料金
（ターミナルチャージ） ＋ 利用距離に応じた料金

○大都市近郊区間※３） 29.52円/km （1.2倍）

※1）長距離逓減
100～200km 25%割引
200km～ 30%割引

×1.10
東日本高速道路株式会社
中日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社
本州四国連絡高速道路株式会社

都市高速道路

首都高速道路株式会社
阪神高速道路株式会社

300～1,950円※5） ※5） H28.4より現行の高速自動車国道の大都
市近郊区間の水準に設定している

150円 ＋

○普通区間※３）※４） 24.6円/km

本四高速（陸上部）、広島岩国道路、長大
トンネル（関越・恵那山・飛騨）、関門橋を含む

○海峡部等特別区間※３） 108.1円/km （4.4倍）

本四高速（海峡部）、アクアライン等

対距離料金制※1）

対距離料金制

※３）料金水準引き下げの対象はＥＴＣ車に限定、平成２６年
４月に導入し、期限が令和５年度末までとなっていたが、
１０年間（令和１６年３月３１日まで）継続。

均一料金区間

・道央道・札樽道 など

※6） H29.6より現行の高速自動車国道の大都
市近郊 区間の水準に設定している

首都高速

阪神高速

300～1,950円※6）（R6.6.1～）

※４）以下の区間については、交通量僅少区間 19.68円/km

十勝清水～本別・足寄、湯殿山～酒田みなと

○大都市近郊区間※2） 29.52円/km （1.2倍）

※2）普通車の場合

300～1,320円※6）



 ②高速自動車国道（有料）の料金水準と償還期間の経緯 

 

 


